
２０２６年度 

神山アーティスト・イン・レジデンス 

応  募  要  項 

 

 

 神山アーティスト・イン・レジデンス（ＫＡＩＲ）実行委員会は、１９９９年度より国内外から芸術家を

招聘し、創作活動を支援するＡＩＲ事業を開始しました。 

ここに２０２６年度の公募を以下の条件で行います。 

 

■主催者：神山アーティスト・イン・レジデンス（ＫＡＩＲ）実行委員会（以下、主催者） 

■共催 ：認定特定非営利活動法人グリーンバレー 

 

 

 

【１】プログラムの方針 

    『とくしま国際文化村』構想のコアの一つとなる活動です。国内外から招聘した芸術家が、地域住

民の協力のもと創作活動に専念できる環境を提供し、ここで得た体験が今後の作家活動に何らかの好

影響を及ぼすとともに、芸術と呼ばれる分野及びそこに生きる人々との交流に恵まれることの少ない

地域住民が、この事業を通じて新しい発見、新しい価値観、新しい交流を享受できることを目的とし

ています。 

    ｢自然に恵まれ人情味あふれる日本の田舎｣、神山に身を置くことによって生まれる｢インスピレーシ

ョン｣と、住民との出会いによって生まれる｢カルチャーショック｣で紡ぎだされる創意あふれる作品を

期待しています。 

芸術家が有形無形の「神山」に触れ合うことによって創作された作品を通して、「未知との出会い

と交わり」が作家自身に、あるいは神山にどのようなインパクトをもたらすかを探っていきます。 

 

 

【２】神山町とアーティスト･イン･レジデンス 

    徳島県のほぼ中央部に位置し、四国山地の山懐に抱かれた神山町は、古来「大粟の里」と呼ばれ、

「粟の国」（阿波国の旧国名）の中心地の一つとして栄え、数多くの文化や民俗芸能などを育んでき

ました。特に、江戸後期から町内各地に点在した「常(設)舞台」で盛んに上演された人形浄瑠璃はそ

の代表的なものです。 

この人形浄瑠璃が演じられる際、大道具の一つとして舞台を飾ったのが「襖絵（屏風絵）」でした。

町内には江戸後期から明治、大正時代にかけて制作された１，５００枚（日本最多）を超える襖絵が

現存し、その鮮やかな色調や豪快な筆致は見る者を圧倒する迫力や躍動感に満ち溢れています。 

    これらの襖絵は、レジデント･アーティストとして名(集落)に招かれた絵師たちが庄屋や富豪の屋敷

に滞在し、地域住民の協力の下、制作されたものとされています。つまり、１９世紀の半ばにはすで

にこの神山の地においてアーティスト･イン･レジデンスが盛んに行われていたわけです。 

    

 



【３】招聘期間：２０２６年９月３日 ～ ２０２６年１１月１１日の間（６９日間） 

 

オリエンテーション ９月３日～９月９日 

食の交流 ９月中 

オープンアトリエ １０月３日 

アートツアー １０月３１日 

作品展覧会 １１月１日～１１月８日、１１月１４，１５日 

課外授業 ９月１７日～１０月１７日 

※参加アーティストには１～２回の課外授業を町内の小・中・高校で実施していただきます。 

※期間内の日程は変更することがあります。 

 

【４】招聘人数： ２名～３名 

 

【５】応募条件 

   申請者は下記の条件を充たす者とする。 

    Ａ）現代美術および音楽等、芸術分野で活躍しているアーティストであること。 

    Ｂ）期間中、少なくとも１点以上の作品を制作し、成果発表展覧会において展示できること。 

    Ｃ）期間中、招聘された他のアーティストと共同生活ができること。 

    Ｄ）他のアーティストや地域住民と良好な関係をもって交流ができること。 

    Ｅ）健康が良好であること。 

    Ｆ）英語をある程度理解できること。 

    Ｇ）制作および交流イベントなどのスケジュールに対応できること。 

    Ｈ）英語、あるいは日本語の日常会話が可能なこと。 

I ）展覧会前、最低４０日の滞在が可能であること。 

※期間の短縮を希望される場合は申請時に申請書へご明記ください。その場合、生活費は日割り計算となり、滞在日数

に合わせて減額されます。 

 Ｊ）本プログラムの性質を理解し、限られた予算、時間、資源を有効に活用し、自ら責任を持って

時間管理を行い、制作から展示、搬出までのプロジェクトを主体的に遂行できること。 

 

【６】招聘条件 

本プログラムは、主催者とアーティストが所定の条件について合意した上で実施するものとします。

なお、招聘条件における主催者の負担内容は、アーティストが単身で参加することを原則としていま

す。グループでの応募も可能ですが、その場合は１グループを１アーティストとして取り扱い、旅費、

滞在費、制作費等の支給については１名分を上限とします。 

 

項目 内容 

■来町について 

旅費 該当する下記の旅費が支給されます。旅費はすべて到着後に清算されます。 

 

・海外居住者の場合： 

居住地最寄りの空港から関西国際空港（KIX）間の往復航空運賃（エコノミー

クラス）およびKIXから徳島駅間の往復高速バス運賃。徳島駅から神山町まで

の交通手段は主催者が手配します。支給する旅費の上限は２０万円です。 



・国内居住者の場合：  

居住地最寄りの空港から徳島空港間の往復航空運賃（エコノミークラス）お

よび徳島空港から徳島駅間のリムジンバス運賃。 

あるいは居住地最寄りの鉄道駅から徳島駅間の往復急行乗車運賃、または徳

島駅までの高速バス運賃が支給されます。徳島駅から神山町までの交通手段

は主催者が手配します。支給する旅費の上限額は、７．５万円です。 

■滞在について 

滞在費 期間中の滞在に対し、２０万円の滞在費を支給します。 

住宅（光熱水道費を含む）、アトリエ、生活用品等は主催者が支給します。 

滞在期間 アーティストは、理由の如何を問わず、展覧会開始前に最低４０日間の滞在

が可能であることを条件とします。招聘期間は２０２６年９月３日から２０

２６年１１月１１日までとしますが、期間の短縮を希望する場合は、応募申

請時にその旨を申請書へ明記してください。なお、その場合の滞在費は日割

り計算とし、滞在日数に応じて減額されます。 

また、町内外視察、課外授業等に関する打ち合わせおよび実施、オープンア

トリエ等の公式行事を円滑に遂行するため、滞在期間中に個人的な理由によ

り町外へ外出または宿泊する場合は、必ず事前に主催者へ申告するものとし

ます。 

保険 健康保険、および、傷害保険はアーティスト側で加入するものとします。 

主催者は、保険加入等に関する責務は負いません。 

宿泊場所 ６畳３部屋と台所、トイレ、風呂からなる宿舎（神山町教職員住宅）を提供

します。※変更となる場合があります。 

清掃 アーティストは離町前に、使用した全ての施設・備品（宿舎・アトリエ含む）

を原状復帰の状態で主催者に返却するものとします。 

単身滞在 原則として単身滞在としますが、夫婦、子連れ、あるいはアシスタントを伴

う場合は、応募申請時に必ずその旨を申し出てください。別途宿泊料が発生

します。招聘決定後の申告については対応いたしかねます。 

また、滞在期間中の訪問者が宿舎に滞在することはできません。町内の宿泊

施設をご利用ください。 

通信 アーティストは、宿舎、およびアトリエに備え付けられた無線LANでインター

ネットを利用できます。 

■制作、展示、交流プログラムについて 

材料費 アーティストと主催者が協議の上、材料について決定します。実費を主催者

が支給します。材料費の上限は２５万円です。 

アトリエ 部屋の割り当てについて、アーティスト間で協議により決定します。 

制作サポート アシスタントの手配や制作にかかる外注を希望する場合は、必ず申請時にそ

の旨を申し出てください。当該内容については、アーティストと主催者が協

議の上で決定します。なお、交通費等の経費については、グループ応募の場

合と同様に取り扱い、折半するものとします。 

また、希望および必要に応じて、アーティストと主催者が協議の上、スタッ

フによる制作サポートを受けることが可能です。 



展覧会 限られた予算・時間・資源を有効に活用し、アーティスト自らが責任をもっ

て時間管理を行い、制作から展示、搬出までのプロジェクトを主体的に遂行

するものとします。なお、本プログラムでは、美術館やアートギャラリーに

見られるような設備や、それに伴う支援は提供されません。 

制作された作品の所

有権および著作権に

ついて 

本プログラムで制作された作品の所有権は主催者に帰属し、アーティストは

それら作品の著作権を保有する。ただし、主催者が記録した写真、映像等の

著作権および公益に資する広報宣伝のためにそれらを使用する権利は主催者

に帰属するものとする。 

また、主催者および主催者の了承を受けた者はこれらをすべて無償で使用で

きるものとする。 

交流プログラム 招聘期間中、主催者により以下のプログラムが実施されます。アーティスト

は、これらのプログラムに参加するものとします。 

・ウェルカムパーティおよびアーティスト・トーク 

・オープンアトリエ 

・町内の小・中・高等学校での課外授業（各アーティスト1～2回、打ち合わ

せは授業前に別日で実施） 

・アートツアー 

・作品展覧会（必要に応じて対応をお願いします） 

・食の交流 

・地域住民の制作場所訪問（事前予約により決定された日） 

清掃 アーティストは離町前に、使用した全ての施設・備品（宿舎・アトリエ含む）

を原状復帰の状態で主催者に返却するものとします。 

■その他 

記録 アーティストは、主催者の記録担当者による訪問にご協力ください。記録さ

れた内容については、アーティストに共有され、撮影者のクレジットを明記

することにより利用することができます。 

器物損壊等 アーティストまたはその同伴者の行為により、家財・器物の損壊もしくは紛

失、または車両等の損傷が生じた場合、主催者が被った損害に係る再購入費

用、修理費用等は、原則としてアーティストの負担とします。 

報告書 滞在中の活動は、主催者が報告書として取りまとめます。 

体験リポート アーティストは離町前に、体験リポートを提出してください。 

ＰＲ活動 アーティストは、主催者が仲介するマスコミによる取材（事前に予約で決め

られた日）に協力するものとします。 

グループでの応募 グループで応募された場合は、当該グループを１名のアーティストとして取

り扱い、旅費、滞在費、材料費等の支給は1名分とします。 

応募申請書の１ページ目については、グループメンバー各自が人数分それぞ

れ記入してください。２～３ページ目のアーティスト・ステイトメント、応

募動機、作品提案書については、グループとして共同で記入してください。 

荷物 招聘期間終了後、私物をアトリエに残すことはできません。私物の郵送等に

関する手配および費用負担は、アーティストが行うものとします。 

 



【７】 応募について 
１）応募書類の提出：（Ａ～Ｅをメールまたは郵送にて提出してください） 

 

Ａ）申 請 書：主催者が指定するもの、および、提案書（申請時における自分の意図する作品と

その内容、可能ならば制作に必要な材料や人員を明示したもの）。神山町に到着後、展覧会場や

利用素材等により、提案を変更することは可能です。 

 

■提案作品のイメージ図/ドローイング、写真等を必ず提出してください。 

作品制作において、専門的な技術支援が必要な場合は、作品提案書にその内容を具体的に明記し

てください。 

また、一般的な補助や支援が必要な場合についても、必要な内容の詳細を記述してください。 

 

■グループで応募の場合 

応募申請書の１ページ目については各自記入してください。 

２、３ページ目のアーティスト・ステイトメント／応募動機／作品提案書についてはグループと

して共同でご記入ください。 

 

Ｂ）履 歴 書（CV）：展覧会、プロジェクト、奨学金、出版物などを含む職歴／作家歴を記述し

てください。（５ページ以内に収めること） 

 

Ｃ）作品の画像：過去に制作した作品のＪＰＥＧ画像を、各画像１ＭＢ以内、最大８点まで、メ

ールに添付して提出してください。ファイル転送サービス（ファイル便など）の利用も可能です。

その場合は、申請時にメール本文でその旨を明記してください。 

なお、メール本文に画像を直接貼り付けることは避けてください。 

 

Ｄ）作品解説シート：「Ｃ）作品画像」の説明資料を添付してください。 

資料はＡ４サイズとし、各作品画像のファイル名と対応する通し番号、作品タイトル、完成年、

素材、サイズ、作品解説を必ず明記してください。 

 

Ｅ）応募料：２，０００円（日本語での応募の場合） 
※再応募（前回の応募の際に、応募料をお支払いただいている場合）は、免除となります。不明な場合は事前にお問合

わせください。 

 

【支払い方法】郵貯銀行へのお振込み、クレジットカード支払い 

 

■お振込みの場合（振り込み先）：ゆうちょ銀行 

【店名】       六二八（読み ロクニハチ） 

【店番】 ６２８ 

【預金種目】 普通 

【口座番号】 ０８１６４６１ 

【口座名】  神山アーティストインレジデンス実行委員会 

        （ｶﾐﾔﾏｱｰﾃｨｽﾄｲﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ） 
※振込日、振込者氏名（申請者と異なる場合）を申請書類送付時にお知らせください。 

 

 

■クレジットカード支払いの場合：Ｂｏｋｉｎｃｈａｎオンライン寄付システム 
 

「Ｂｏｋｉｎｃｈａｎ」は、共催者である認定特定非営利活動法人グリーンバレーのオン

ライン寄付ページです。 

 

下記のＵＲＬより支払いの手続きをお願いします。 

 

https://bokinchan3.com/gv/donation/bokin/page2.php?pm_type=card 

 

※寄付先の項目は、神山アーティスト・イン・レジデンスをお選びいただき、寄付額は「その

他」の欄から２，０００円に設定してください。 

 

※自由記述欄に「ＫＡＩＲ２０２６申請料」とご記載ください。 

※Ｂｏｋｉｎｃｈａｎ取引ＩＤを、申請書類送付時にお知らせください。 

https://bokinchan3.com/gv/donation/bokin/page2.php?pm_type=card


   ２）応募期間：  ２０２６年１月８日～２０２６年２月２７日 

 

             ※提出期限：２０２６年２月２７日（必着） 
 

 

   ３）応募書類の送付先： apply.kair@gmail.com  

 

 

   ４）お問合せ/申請料/書類等 郵送先： 

 

         〒７７１－３３１０ 

     徳島県名西郡神山町神領字中津１３２ 神山町農村環境改善センター内 

     神山アーティスト・イン・レジデンス（ＫＡＩＲ）実行委員会 

      担 当：  工藤・糸井 

 

       ＴＥＬ/ＦＡＸ：（０８８）６７６－１１７８ 

      ＵＲＬ:   http://www.in-kamiyama.jp/art/kair/ 

          Ｅ－ｍａｉｌ：  kamiyama.art@gmail.com（応募に関する質問はこちらへお願いします） 

 

※応募の際郵送されたスライド、ＣＤ、ＤＶＤ、出版物等の資料は、返却されません。 

 

 

【８】選考と結果の通知について 

      １）選考は選考委員会にて行う。 

      ２）選考期日   ２０２６年 ５月１５日までに行う。 

   ３）選考結果の通知  ウェブサイト｢イン神山｣ (www.in-kamiyama.jp/art）にて、 

２０２６年 ５月１５日までに、選考結果を発表する予定。 


